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訓
令
第
一
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関

官
報
掲
載
及
び
出
版
物
送
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

官
報
掲
載
及
び
出
版
物
送
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

官
報
掲
載
及
び
出
版
物
送
付
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
秋
田
県
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「

総
理
府
令

第
一
条
中
　
官
報
、
法
令
全
書
、
職
員
録
等
の
発
行
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
二
十
四
年
大
蔵
省
令

第
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、

を
削
る
。

」

第
三
条
の
表
中
「
地
方
労
働
委
員
会
」
を
「
労
働
委
員
会
」
に
、
「
建
設
交
通
政
策
課
」
を
「
建

設
管
理
課
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
版
　

物
を
県
の
諸
機
関
に
お
い
て
発
行
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
五
部
以
下
の
部
数
を
国
立
国
会
図
　

書
館
収
集
部
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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